
「川口好彦教育文化基金」活用募集のお知らせ 

～東吉野村の教育・文化活動に取り組む団体を支援します～   

             東吉野村小水力利用推進協議会 

                      「川口好彦教育文化基金」管理委員会 

                      会長 上高垣内順一 

 

東吉野村小水力利用推進協議会では、このたび「川口好彦教育文化基金」を設立し、東吉野村

で教育や文化活動を行っていく団体に対し、助成をおこなうことになりました。 

 川口好彦教育文化基金は、１９７０年代の中頃、旧四郷中学校で教えられておられた川口好彦

先生のご遺族の方からの寄附で創設されました。先生は四郷中時代の教育に強い思い入れをもっ

ておられました。ご遺族の方から、川口先生の教育に寄せる熱い思いと感謝を伝えたい、地方（へ

き地）で人が育ち、組織団体が育つ活動をされている方々に役立ててほしいという願いがあり、

東吉野村小水力利用推進協議会に託され設立したものです。 

 今回、東吉野村で地域のために、教育や文化活動を行っている団体の活動を助成する運びとな

りました。皆様からの応募をお待ちいたします。 

 

＜内容＞ 

１．助成額 単年度総額５０万円 

今後複数年にわたり毎年継続していきます 

２．応募要件 

１）対象団体 

東吉野村に活動の拠点があり、非営利の市民活動・ボランティア活動をおこなう団体。 

尚、宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体は除きます。 

２）助成対象事業 

２０２３年４月１日～２０２４年３月３１日に東吉野村で実施するプログラムで、 

以下の通り村の教育・文化に資する活動をしている、又は計画している団体に助成します。 

① 子供たちの教育を推進し、教育環境を充実させる活動 

② 東吉野村の伝承や文化を伝え発展する活動 

   ③ 村民対象の講演会や鑑賞会などの文化活動 

３．応募方法  

１）申請書に必要事項を記入の上、以下の提出書類各１部（申請書と添付書類）を、 

東吉野村小水力利用推進協議会に郵送にて送付ください。（書類は返却いたしません 

ので、ご了承ください。） 

２）応募期間：２０２２年１０月１日～２０２２年１２月１日 ＊１２月１日必着 



３）添付書類  

① 規約または定款 ② 団体の収支決算書を含む事業報告書 

③ 役員名簿 ④ニュースレターやパンフレットなど団体の概要がわかるもの 

 ４）申請書は郵送させていただきます。事務局担当まで連絡ください。 

 ＊応募にあたっての内容個人情報は、川口好彦教育文化基金助成事業においてのみ 

使用します。 

 ＊申請書受付は郵送に限らせていただきます。 

４．選考方法 

審査委員会を開催し、選考をおこないます。 

５．選考基準 

１）事業：事業の目的・社会性・実現性・効果と発展性・共感と参加が図られるか 

２）団体：団体の継続性、運営体制、活動歴など 

６．スケジュール 

２０２２年１０月１日～１２月１日 ２０２２年度川口基金支援事業受付 

２０２２年１２月２日～２０２３年１月 審査 

２０２３年２月末 公表と助成金のお支払い 

２０２４年４月 １年間の活動発表 

 

＜お問い合わせ先＞ 

「川口好彦教育文化基金」管理委員会事務局 森口文明（大又） 

電話 080-3０33-4602  

＜ご提出先（申請書・提出書類）＞ 

〒６３３－２４３３ 奈良県吉野郡東吉野村三尾１６６番地 

「川口好彦教育文化基金」管理委員会 会長 上高垣内順一 宛  

電話０７４６－４３－０２４４ 

 

東吉野村小水力利用推進協議会は地域振興のため、日裏川に水力発電所を建設し 

た非営利の団体です。子供食堂の支援や地域に貢献する取組をおこなっていま 

す。 


